
火
葬
使
用
料
と
ご
み
処
理

手
数
料
が
上
が
り
ま
す

猫
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が

増
え
て
い
ま
す

　

４
月
１
日
㈬
か
ら
、
人
吉
葬
斎

場
の
火
葬
使
用
料
と
人
吉
球
磨
ク

リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
に
直
接
搬
入
す
る

ご
み
処
理
手
数
料
が
上
が
り
ま

　

猫
の
飼
い
方
に
つ
い
て
の
苦
情

が
市
や
保
健
所
に
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
ペ
ッ
ト
を
飼
う
と
き

は
近
隣
へ
の
配
慮
も
大
切
で
す
。

人
も
猫
も
快
適
に
暮
ら
せ
る
よ

う
、
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

猫
は
食
事
と
ト
イ
レ
、
上
下
運

動
が
で
き
る
空
間
と
寝
床
が
あ
れ

ば
室
内
だ
け
で
飼
育
で
き
ま
す
。

交
通
事
故
や
感
染
症
※
の
危
険
性

か
ら
守
り
、
ふ
ん
尿
な
ど
の
近
隣

ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に

室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

※
県
内
で
は
マ
ダ
ニ
が
媒
介
す
る

感
染
症
が
発
生
し
て
い
て
、
猫
が

感
染
し
て
死
亡
し
た
例
が
あ
り
ま

す
。

避
妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ
ま

し
ょ
う

　

猫
は
自
分
で
繁
殖
を
制
御
で
き

ま
せ
ん
。手
術
を
受
け
る
こ
と
で
、

発
情
の
た
び
に
く
る
心
身
の
ス
ト

レ
ス
が
回
避
で
き
、
穏
や
か
な
性

格
に
な
り
ま
す
。

飼
い
猫
に
は
首
輪
・
迷
子
札
を
つ

け
ま
し
ょ
う

　

迷
子
に
な
っ
た
と
き
飼
い
主
に

連
絡
が
取
れ
る
よ
う
に
、
首
輪
に

迷
子
札
（
飼
い
主
の
名
前
、
住

所
、
電
話
番
号
を
記
載
）
を
着
け

ま
し
ょ
う
。

野
良
猫
へ
の
無
責
任
な
餌
や
り
は

や
め
ま
し
ょ
う

　

か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
と
野
良
猫

に
餌
を
あ
げ
る
と
、
あ
っ
と
い
う

間
に
繁
殖
し
、
猫
の
ふ
ん
尿
や
い

た
ず
ら
で
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な

が
り
ま
す
。
飼
え
な
い
な
ら
無
責

任
に
餌
を
あ
げ
る
の
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

児
童
手
当
２
月
支
払
い
分
を

振
り
込
み
ま
す

　

２
月
期
（
令
和
７
年
12
月
・
令

和
８
年
１
月
分
）
支
給
分
は
、
２

月
６
日
㈮
に
指
定
の
金
融
機
関
の

口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

　

現
況
届
を
提
出
し
て
い
な
い
人

や
、
手
続
き
の
と
き
に
添
付
書
類

が
不
足
し
て
い
る
人
は
、
支
払
い

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
至
急
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど

も
福
祉
係

ご
存
じ
で
す
か
？

介
護
保
険
関
係
の
所
得
控
除

　

確
定
申
告
な
ど
で
、
所
得
税
や

住
民
税
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
申
告
手
続
き
に
必
要

な
認
定
書
や
確
認
書
の
発
行
が
必

要
な
人
（
対
象
と
思
わ
れ
る
人
）

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

障
害
者
控
除

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
人

で
、
要
介
護
認
定
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
寝
た
き
り
度
や
認
知
症

の
状
態
が
一
定
の
基
準
に
当
て
は

ま
る
場
合
は
、
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

　

こ
の
認
定
の
基
準
日
は
、
原
則

申
告
の
対
象
と
な
る
年
の
12
月
31

日
で
す
。

医
療
費
控
除

お
む
つ
代

　

お
む
つ
代
は
一
定
の
要
件
を
満

た
す
場
合
、
医
療
費
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
告
す
る

と
き
は
、
支
払
い
を
証
明
す
る
領

収
書
な
ど
と
医
師
が
発
行
し
た

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要

で
す
。

■
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、

お
む
つ
代
の
医
療
控
除
を
受
け
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
市

が
交
付
す
る
「
確
認
書
」
で
医
療

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。「
確
認
書
」
の
発
行
が
必
要

な
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

が
利
用
し
た
一
定
の
施
設
・
居
宅

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
自
己
負
担

額
は
、
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
申
告
す
る
と
き
に
事
業

所
が
発
行
す
る
証
明
書（
領
収
書
）

が
必
要
で
す
。
施
設
・
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
事
業
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
［
障
害
者
控
除
に
つ
い

て
］
市
高
齢
者
支
援
課
元
気
・
長

生
き
係
、［
医
療
費
控
除
に
つ
い

て
］
市
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険

係※
各
種
控
除
に
つ
い
て
、
詳
し
く

は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▲�詳しくは
こちら

　国では、物価高で生活に影響を受けている子育
て世帯を支援するため、対象児童１人
につき２万円を支給します。対象世帯
には、１月中に案内を郵送しています。
詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

対象
（１）令和７年９月分の児童手当支給対象の児童
※�令和７年９月に生まれた児童は 10 月分の児童手

当支給対象
（２）令和７年 10 月１日～令和８年３月 31 日に生
まれた児童

問合せ　手当について：こども家庭庁コールセンター（☎０１２０－２５２－０７１）
　　　　申請・支給について：市こども未来課こども福祉係（☎２２－２１１１　内線１２５５）

支給額　対象児童１人につき２万円（１回限り）
申請方法　原則、申請は不要です。支給を希望しな
い場合は届出書を郵送するか市こども未来課（市役
所１階７番窓口）にお持ちください。
次の場合は申請が必要です。
・�令和７年 10 月１日～令和８年３月 31 日に生ま

れた児童の保護者
・�令和７年 10 月１日以降に離婚（離婚調停中など

も含む）で新たに児童手当受給者となった人
・所属庁から児童手当を受給している公務員
支給時期　３月から順次支給
支給方法　児童手当受給口座に振り込みます。

　令和７年 10 月からプラスチック類のごみの分別
が始まりました。皆さんの取り組みで、たくさんの
プラスチック類が集まっています。しかし、分別間
違いなども見られます。正しく分けて、
貴重な資源になるよう、分別ルールの
再確認をお願いします！
　詳しくは、市ホームページをご確認
ください。

プラスチック類 の
分別間違いに注意！

問合せ　市環境課廃棄物対策係（☎２２－２１１１　内線２０７３）

▲�詳しくは
こちら

資源ごみ（プラスチック類を含む）は、45㍑
以下の透明か半透明で中身が確認できる袋で出
してください。
※�「燃えるごみ」と「燃えないごみ」は指定ご

み袋を使ってください。

す
。

　

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

ご
み
処
理
手
数
料（
10
㌔
当
た
り
）

　

現
在　

百
円　

→　

１
５
０
円

種別 区域内※１ 区域内以外の市町村
～３月 31日 ４月１日～ ～３月 31日 ４月１日～

大人（満 15 歳以上） 10,000 円 15,000 円 25,000 円 45,000 円
小人（満 15 歳未満） 8,000 円 10,000 円 16,000 円 30,000 円
死産児 5,000 円 5,000 円 10,000 円 15,000 円
改葬※２ 3,000 円 5,000 円 6,000 円 15,000 円
その他 2,000 円 5,000 円 6,000 円 15,000 円

※�２：遺骨を合同火葬するときは１棺を大人の１体とみなす
※１：�人吉市、球磨郡相良村・五木村・山江村・球磨村の５市村

人吉葬斎場火葬料金

▲�詳しくは
こちら

よくある間違い

　市から自宅や職場に問い合わせを行うことがありますが、ATM（現金自動預払機）
の操作をお願いしたり支給手数料の振り込みを求めたりすることは絶対ありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市こども未来課こども福祉係か警察署、警
察相談専用電話（☎＃９１１０）にご連絡ください。

ペットボトルの出し方 ふた・ラベル
→プラスチック類
ボトル部分
→資源ごみ

紙が混入している
紙製のカップやふた
→燃えるごみ

軽くすすいでも汚れが付着している
きれいに洗ったもの→プラスチック類
汚れたままのもの→燃えるごみ

問
合
せ　

人
吉
球
磨
広
域
行
政
組

合
人
吉
球
磨
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

（
☎
22
‐
１
４
１
４
）
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